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２．就労系障害福祉サービスについて 
  
(就労継続支援B型の対象者） 

問11 平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用するに

当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとされ

ているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労移

行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応するの

か。 

（答） 

就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業

所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っ

ている特別支援学校等でアセスメントを実施することが可能である。 

また、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合、障害者就業・

生活支援センター、自治体設置の障害者就労支援センター及び障害者職業能力

開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関によるアセスメントを受けた

場合には、就労継続支援 B型の利用が可能である。 

なお、障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関がアセ

スメントを実施する場合は、当該助成金の支給対象となる訓練事業に従事する

訓練担当者とは別の人員を配置して実施する必要があるが、訓練事業の人員配

置基準を満たしていることを前提として、当該訓練担当者が当該訓練に従事し

ない時間帯において、その者が就労アセスメントの実施に従事することができ

る。 

また、特別支援学校高等部在学中に、一般企業や就労移行支援事業所におけ

る実習が行われ、本人、保護者、自治体や相談支援事業所にアセスメント結果

が提供された場合、アセスメントを受けたとみなすことができる。 

なお、いずれの場合においても、課題の早期把握や進路の検討等のためにア

セスメント結果を活用するものであることから、卒業年次よりも前の年次にア

セスメントを実施するとともに、アセスメント結果の提供に当たっては、本人、

保護者、自治体、相談支援事業所、就労系障害福祉サービス事業所及び障害者

就業・生活支援センター等の就労支援機関を必要に応じて参集したアセスメン

トに関する会議等を開催することにより検討されることが望ましい。 

 
 

（注）今回の見直しに伴い、平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 27年 3月 31日）

問 52は削除する。 
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(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用） 

問12 一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障

害福祉サービスを利用することができるか。 

（答） 

  一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用に

ついては、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの

支給決定を行って差し支えない。 

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等によ

る復職支援（例：リワーク支援）の実施が見込めない場合、又は困難である

場合 

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支

援を受けることにより復職することが適当と判断している場合 

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、

より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断

した場合 

 

(就労移行支援の大学在学中の利用） 

問13 大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができるか。 

（答） 

  大学（４年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同

じ。）在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす

場合に、支給決定を行って差し支えない。 

① 大学や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない

場合、又は困難である場合 

② 大学卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、就労移

行支援の利用に支障がない者 

③ 本人が就労移行支援の利用を希望し、就労移行支援の利用により効果的か

つ確実に就職につなげることが可能であると市町村が判断した場合 
 


